
経済・財政再生計画 改革工程表 2016改定版（平成28年12月21日）

経済・財政再生計画 改革工程表（平成27年12月24日）



ＫＰＩ
目標値

（達成時期）

ＫＰＩの進捗

実績値
（時点）

区分 次回の把握時期と今後の方針

第
一
階
層

クラウド導入市町村数

2014年度から
2017年度まで

に倍増（約
1000団体）

948団体
（2017年4月1日）

A
2017年度末確報値は、2019年３月

頃に公表予定

第
二
階
層

歳出効率化の成果（事後的に検証す
る指標）

- － N
2017年度中に公表すべく、現在調

査中

地方公共団体の情報システム運用コ
スト

３割圧縮（集中
改革期間中に

設定）
－ N

2018年度までに目標期限を設定
予定

ＫＰＩの状況

重要課題：地方交付税をはじめとした地方の財政に係る制度の改革

改革項目：⑮（地方）業務の簡素化・標準化、自治体クラウドの積極的展開
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経済・財政再生計画 改革工程表（平成27年12月24日）



ＫＰＩ
目標値

（達成時期）

ＫＰＩの進捗

実績値
（時点）

区分 次回の把握時期と今後の方針

第
一
階
層

クラウド導入市区町村数【再掲】

2014年度から
2017年度まで

に倍増（約
1000団体）

948団体
（2017年4月1日）

A
2017年度末確報値は、2019年３

月頃に公表予定

第
二
階
層

クラウド導入に伴う歳出効率化の成果
（事後的に検証する指標）【再掲】

- － N
2017年度中に公表すべく、現在調

査中

地方公共団体の情報システム運用コ
スト【再掲】

３割圧縮（集中
改革期間中に

設定）
－ N

2018年度までに目標期限を設定
予定

重要課題：地方交付税をはじめとした地方の財政に係る制度の改革

改革項目：⑮（地方）業務の簡素化・標準化、自治体クラウドの積極的展開

改革工程
改革工程の進捗

計画期間中の進捗 今後の進展について

自治体に対し、自治体クラウドの取組
事例の深掘り・分析及び整理・類型化
の結果を具体的に分かりやすく助言・
提供し、普及促進を徹底

【総務省】自治体クラウドの取組事例（全国で56グ
ループ）のクラウド化業務範囲、経費の削減方策
等について深掘り・分析及び整理・類型化した資
料である「自治体クラウドの現状分析とその導入
に当たっての手順とポイント」を活用して自治体に
対して助言を実施した。（順調）

【総務省】新しい自治体クラウドグルー
プの事例を踏まえて、「自治体クラウド
の現状分析とその導入に当たっての手
順とポイント」を必要に応じて改訂すると
ともに、クラウド未導入の要因を検証し、
引き続き助言を実施する。

自治体クラウド導入を通じた業務の簡
素化・標準化の推進

【総務省】自治体のクラウド化を促進することによ
り、業務の簡素化・標準化を推進する。 （順調）

【総務省】引き続き推進する。

複数団体による自治体クラウドの導入
を、地方交付税措置により重点課題と
して支援

【総務省】必要な経費について、「重点課題対応
分」として地方財政計画に計上し、地方交付税措
置を講じている。（順調）

【総務省】引き続き、必要な支援を実施。

上記の施策について、各自治体による
前年度の取組の成果を把握、「見える
化」し、翌年度以降の施策の在り方に
ついて検討

【総務省】2017年４月１日時点の状況について、
「地方行政サービス改革の取組状況等に関する調
査」を実施済み。 （順調）

【総務省】取組の進捗を踏まえ、必要な
取組を検討。

ＫＰＩの状況

改革工程の進捗状況
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ＫＰＩ
目標値

（達成時期）

ＫＰＩの進捗

実績値
（時点）

区分 次回の把握時期と今後の方針

第
一
階
層

公共サービスイノベーションの進捗を
検討するための指標

- - - -

①窓口業務のアウトソーシング
【再掲】

2020年度まで
に416団体

301団体
（2017年４月速報値）

A
2017年４月確報値は、2018年３月

頃に公表

②総合窓口の導入【再掲】
2020年度まで

に370団体
215団体

（2017年４月速報値）
A

2017年４月確報値は、2018年３月
頃に公表

③庶務業務の集約化【再掲】
2020年度まで

に286団体
413団体

（2017年４月）
A

2017年４月確報値は、2018年３月
頃に公表

④クラウド導入市区町村数【再掲】
2017年度まで
に約1000団体

948団体
（2017年4月1日）

A
2017年度末確報値は、2019年３月

頃に公表予定

⑤地方公共団体の情報システム運用
コスト【再掲】

３割圧縮（目標
期限を集中改
革期間中に設

定）

－ N
2018年度までに目標期限を設定

予定

第
二
階
層

公共サービスイノベーションによる経
済・財政効果（事後的に検証する指
標）

－ － N
各分野・工程の取組状況を踏まえ、

2017年度中に検証

重要課題：地方交付税をはじめとした地方の財政に係る制度の改革

改革項目：⑯公共サービスイノベーションに係る先進事例の全国展開

改革工程
改革工程の進捗

計画期間中の進捗 今後の進展について

必要に応じ会合を開催し、公共サービスイノ
ベーション・プラットフォームで取りまとめた自
治体等における先進的な取組を全国展開す
るためのアクションプランの実行、ＰＤＣＡ、必
要な制度改正の検討について議論

公共サービスイノベーションプラットフォーム
を開催し、進捗状況の整理、先進・優良事
例の収集、課題・解決策の分析等を実施。
検討結果はホームページに公表し、先進・
優良事例の全国展開に資するよう「見える
化」を実施。
（順調）

2018年度も引き続き同様の取組を実施。

都市部、地方部の地域特性等を踏まえつつ、
公共サービスイノベーション・プラットフォーム
会合を地方開催

各地域の取組状況を踏まえ、地方版公共
サービスイノベーションプラットフォームを開
催（計３回）。
（順調）

2018年度も引き続き同様の取組を実施。

公共サービスイノベーション・ホームページの
掲載内容を更新

公共サービスイノベーションに係る先進・優
良事例を整理して公表する「公共サービス
イノベーション・ウェブサイト」を更新。地方
版PFで取り上げられた先進・優良事例や意
見交換の内容を掲載。
（順調）

2018年度も引き続き同様の取組を実施。

ＫＰＩの状況

改革工程の進捗状況
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ＫＰＩ
目標値

（達成時期）

ＫＰＩの進捗

実績値
（時点）

区分 次回の把握時期と今後の方針

第
二
階
層

地方税の徴収率

向上（2015年
度中に基準財
政需要額算定
上の「標準的な
徴収率」を設

定）

２０１４年度
：98.9％【現年分】

２０１６年度（見込み）
：99.2％【現年分】

A
2016年度、2017年度実績につい
ては、翌年11月頃把握・公表。

重要課題：地方交付税をはじめとした地方の財政に係る制度の改革

改革項目：⑰地方税における徴収対策の推進

改革工程
改革工程の進捗

計画期間中の進捗 今後の進展について

最新の地方団体が行っている先進的
な徴収対策の取組の実態を把握し、整
理類型化の内容を更新。更新した内容
の通知等により、滞納に対する共同徴
収の促進など徴収対策の推進を助言

平成２８年度は、徴収事務の共同処理、効率的・
効果的な滞納整理の方法、収納手段の多様化、
個人住民税の特別徴収や電子申告・電子納税の
推進に係る先進的な取組みを行っている地方団
体の効果や課題について整理・類型化し、地方団
体に情報提供を行い、徴収対策の推進について
助言したところ。
現在、徴収対策の取組について実地調査を実施
するなど、各地方団体の徴収対策の実態に関す
る情報収集・分析に努めているところであり、今後、
その結果をとりまとめ、年度内に地方団体に情報
提供予定。 （順調）

今後、先進的な取組みについて、整理・
類型化の内容を更新し、地方団体へ情
報提供するなど、徴収対策の推進に向
けて引き続き助言していく。

個人住民税の特別徴収の実施状況を
把握、把握した実態に基づき自治体の
取組の推進を助言

電子納税の実施状況を把握、把握した
実態に基づき、取組の推進方策を検
討・助言

ＫＰＩの状況

改革工程の進捗状況
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ＫＰＩ
目標値

（達成時期）

ＫＰＩの進捗

実績値
（時点）

区分 次回の把握時期と今後の方針

第
二
階
層

＜国家公務員＞
Ⅰ 総人件費の額
（事後的に捕捉する指標）

－
5.2兆円

（2017年度当初予算）
F

2018年度当初予算の計数は、当
初予算成立と同日に把握

＜国家公務員＞
Ⅱ 総定員数
（事後的に捕捉する指標）

- 57.6万人
（2017年度末定員）

F
2018年度当初予算の計数は、当

初予算成立と同日に把握

＜地方公務員＞
Ⅲ 総人件費の額
（事後的に捕捉する指標）

- 25.5兆円
（2015年度決算）

F
2016年度決算の計数は

2017年末に把握

＜地方公務員＞
Ⅳ 総定員数
（事後的に捕捉する指標）

-
273.7万人

（2016年4月1日現在）
F

2017年4月1日現在の状況は、
2017年末に把握

＜地方公務員＞
Ⅴ 給与制度の総合的見直しの取組
自治体数
（事後的に捕捉する指標）

-
全団体

（2017年4月1日現在）
F －

重要課題：IT化と業務改革、行政改革等

改革項目：⑱国・地方の公務員人件費の総額の増加の抑制

改革工程
改革工程の進捗

計画期間中の進捗 今後の進展について

・国家公務員の給与については、労働
基本権制約の代償措置として民間準
拠で行われる人事院勧告制度を尊重
するとの基本姿勢の下、決定
・人事院勧告
・人事院勧告が行われた場合、給与に
ついては、人事院勧告制度を尊重する
との基本姿勢に立ち、国政全般の観点
から検討を行った上で取扱いを決定す
る
・国家公務員の総人件費について、地
域間・世代間の給与配分を見直す「給
与制度の総合的見直し」の実施や定員
合理化等を行うことなどにより、人件費
の抑制を図る
・定員要求、定員査定・決定

平成26年の一般職給与法の改正に盛り込んだ
「給与制度の総合的見直し」において、初任給を
据え置く一方、高齢者層の俸給表水準を４％引き
下げることにより、俸給表水準を平均２％引き下げ
るとともに、地域手当の支給割合等を見直すこと
により、世代間・地域間の給与配分を見直すなど
の取組を行っている。
定員審査については、ＣＩＱの体制や海上保安体
制の強化など、内閣の重要課題に的確に対応で
きる体制の整備を図る一方、業務改革等による計
画的な定員の合理化に取り組んでいる。
（順調）

今後も、引き続き、「国家公務員の総人
件費に関する基本方針」に沿って、総人
件費の抑制に努める。

・地方公務員については、各地方公共
団体において、「給与制度の総合的見
直し」に着実に取り組むとともに、各地
方公共団体の給与事情等を踏まえ、
給与の適正化を図る
・地方公務員の給与改定については、
各地方公共団体において、地方公務
員法の趣旨に沿って、各団体の議会に
おいて条例で定める

各地方公共団体において、定員の削減や給与の適
正化に取り組んでおり、給与制度の総合的見直しに
ついても全ての団体が実施。
（順調）

今後も、引き続き、地方公務員の給与
の適正化や地方公共団体における適正
な定員管理を着実に推進。

ＫＰＩの状況

改革工程の進捗状況
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重要課題：その他

改革項目：その他の検討項目

改革工程
改革工程の進捗

計画期間中の進捗 今後の進展について

＜「税制抜本改革法」を踏まえた地域
間の税源の偏在を是正する方策、課
税自主権の拡充＞
「税制抜本改革法」を踏まえ地域間の
税源の偏在を是正する方策を講ずると
ともに、地方自治体が自主性を発揮で
きるよう課税自主権の拡充を図る。
地域間の税源の偏在の是正について
は、平成28年度与党税制改正大綱等
に沿って、具体的な措置を講じる。
課税自主権の拡充については、その
一層の拡充を図る観点から、必要な制
度の見直しを行うとともに、情報提供な
ど地方団体への支援を行う。法定外税
の導入件数等については、毎年度、調
査の上、公表。

総務省において、地方団体からの相談に応じると
ともに、ホームページや各種会議において必要な
情報提供を行う等、地方団体への支援を行い、一
層の活用を働きかけが行われているところ。
法定外税については、地方団体が、自らの判断と
責任において導入するものであることから、数値
目標の設定は困難であり、引き続き毎年度の導入
件数・税収額の動向をモニタリングすることが適当
と考えられる。
（参考データ）
【法定外税導入件数】
H27.4.1現在：55件 → H29.4.1現在：57件
【税収額】
429億円(H26決算)→ 517億円(H28決算速報値)
（順調）

今後とも、引き続き、地方団体からの相
談に応じるとともに、ホームページや各
種会議において必要な情報提供を行う
等、地方団体への支援を行い、一層の
活用の働きかけを行う。

＜地方単独事業について、過度な給
付拡大競争を抑制していくための制度
改革＞
地方単独事業について、過度な給付
拡大競争を抑制していくための制度改
革を進める。 国が果たすべき役割の
範囲を制度上明確にする際、地方自
治の原則に十分配慮する。
例えば子どもの医療に関する国保の
減額調整措置については、ニッポン一
億総活躍プラン（平成28年６月２日閣
議決定）のロードマップにおいて、「子
どもの医療制度の在り方等に関する検
討会での取りまとめにおいて、少子化
対策を推進する中で自治体の取組を
支援する観点から早急に見直すべきと
の意見が大勢を占めた。その際、医療
保険制度の規律や負担の公平性、過
度な給付拡大競争の抑制等の観点を
踏まえ検討を行うべきとされたことも踏
まえ、年末までに結論を得る。」とされ
たことを踏まえ行う検討の結果に基づ
いて必要な措置を講ずる

【厚生労働省】国保の減額調整措置については、
関係審議会における議論等も踏まえて検討を行っ
た結果、全ての市町村が未就学児までは何らか
の助成措置を実施している実態等を踏まえ、地方
公共団体の少子化対策の取組を支援する観点か
ら、平成３０年度から、未就学児までを対象とする
医療費助成については、国保の減額調整は行わ
ないこととした。
（順調）

【厚生労働省】検討結果を踏まえ、地方
公共団体の少子化対策の取組を支援
する観点から、未就学児までを対象とす
る医療費助成について、平成30年度よ
り国保の減額調整を廃止。

＜地方交付税制度改革に合わせた留
保財源率についての必要な見直し＞
地方交付税制度の改革に合わせて、
留保財源率については必要な見直し
を検討する。

―
地方交付税制度の改革に合わせて、必
要な見直しを検討する。

改革工程の進捗状況
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重要課題：その他

改革項目：その他の検討項目

改革工程
改革工程の進捗

計画期間中の進捗 今後の進展について

＜共助社会づくり＞
「共助社会づくり懇談会」において取り
まとめられた報告書「共助社会づくりの
推進について～新たな「つながり」の構
築を目指して～」を踏まえ、共助社会
づくりを推進する。このため、平成28年
６月に成立した改正ＮＰＯ法の円滑な
施行を図るとともに、社会的成果（イン
パクト）評価の普及を図る

○平成28年６月に「特定非営利活動促進法の一
部を改正する法律」が成立し、一部を除いて平成
29年4月１日に施行された。（順調）
○平成28年度中において、社会的インパクト評価
の事例蓄積とノウハウ抽出のためのモデル構築
のための調査研究を実施した。
（順調）

○引き続き、改正ＮＰＯ法の円滑な運
用・周知に努める。
○今後も引き続き、インパクト評価ツー
ルを検討するための調査を実施する。

＜ソーシャル・インパクト・ボンドの活用
拡大＞
貧困・失業対策をはじめとする幅広い
分野において、官民連携によるソー
シャル・インパクト・ボンド等の活用を拡
大する。このため、関係省庁や関係団
体において、パイロット事業を実施する
とともに、成果志向の事業遂行を促進
する社会的インパクト評価を推進する

貧困・失業対策をはじめとする幅広い分野におい
て、官民連携によりソーシャル・インパクト・ボンド
等の活用を拡大する。関係省庁や各団体におい
て、関係省庁や各団体において、パイロット事業を
実施するとともに、成果思考の事業遂行を促進す
る社会的インパクト評価を推進。

引き続き、パイロット事業の実施、社会
的インパクト評価等を推進する。

＜エビデンスに基づくPDCAサイクルの
抜本的強化＞
行政事業レビュー実施要領（平成28年
３月29日改定）において、行政事業レ
ビューシートに、「経済・財政再生アク
ション・プログラム」（平成27年12月24
日経済財政諮問会議決定）における改
革項目及びＫＰＩと、当該改革項目等に
関連する事務事業に係るレビュー対象
事業の成果との対応関係を明記すると
ともに、当該ＫＰＩの達成状況を記載す
るよう改定を行っており、経済・財政再
生計画の取組は、行政事業レビューの
取組と連携しながら、ＰＤＣＡを回すこと
としている。引き続き、経済・財政一体
改革推進委員会の取組と連携しつつ、
各府省庁の事業の必要性、効率性、
有効性の自己点検・検証を進める

行政事業レビュー実施要領（平成29年3月28日改
正）に基づき、事業の必要性、効率性、有効性の
自己点検・検証を行うよう、各府省に対して要請し、
各府省はこれに沿って行政事業レビューを実施し
ている。
（順調）

引き続き、行政事業レビュー実施要領
に基づき、事業の必要性、効率性、有
効性の自己点検・検証を行っていく。

改革工程の進捗状況
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